
●
支
給
対
象

　

国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て

い
る
人
が
出
産
し
た
と
き
（
妊

娠
４
カ
月
以
上
の
出
産
、
死
産

流
産
な
ど
を
含
む
）。
た
だ
し
、

１
年
以
上
継
続
し
て
会
社
に
勤

務
し
て
い
た
人
が
退
職
後
６
カ

月
以
内
に
出
産
し
た
場
合
に
は
、

以
前
に
加
入
し
て
い
た
健
康
保

険
か
ら
出
産
育
児
一
時
金
が
支

給
さ
れ
ま
す
。

●
支
給
方
法

　

出
産
費
用
に
出
産
育
児
一

時
金
を
直
接
充
て
る
こ
と
が

で
き
る
よ
う
、
国
民
健
康
保

険
か
ら
医
療
機
関
な
ど
に
出

産
育
児
一
時
金
を
支
払
う
方

法
に
、
原
則
変
更
に
な
り
ま

し
た
。

　

出
産
費
用
が
出
産
育
児
一

時
金
を
超
え
る
場
合
は
超
え

た
金
額
を
医
療
機
関
な
ど
へ

支
払
っ
て
く
だ
さ
い
。

　

出
産
費
用
が
支
給
額
以
内

の
場
合
は
差
額
を
支
給
し
ま

す
の
で
、
市
役
所
に
申
請
を

し
て
く
だ
さ
い
。

※

一
部
取
り
扱
い
が
で
き
な

　

い
医
療
機
関
も
あ
り
ま
す
。

　
国
民
健
康
保
険
加
入
者
の
出
産
育
児
一
時
金
が
、
平
成
21
年
10
月
１
日

よ
り
35
万
円
か
ら
39
万
円
に
引
き
上
げ
ら
れ
ま
し
た
。

　
ま
た
、
産
科
医
療
保
障
制
度
に
加
入
す
る
医
療
機
関
な
ど
で
出
産
し
た

場
合
の
額
は
、
42
万
円
と
な
り
ま
す
。

　

皆
さ
ん
が
受
け
取
る
老
齢
年
金
の
年
額
が
一
定
以
上
の

場
合
、
毎
回
の
年
金
か
ら
所
得
税
を
源
泉
徴
収
し
ま
す
。

●
65
歳
未
満　

年
金
額
１
０
８
万
円
以
上

●
65
歳
以
上　

年
金
額
１
５
８
万
円
以
上

※

右
記
よ
り
少
な
い
人
の
源
泉
徴
収
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

源
泉
徴
収
に
あ
た
っ
て
は
、「
公
的
年
金
等
の
受
給
者

の
扶
養
親
族
等
申
告
書
」
を
も
と
に
、
配
偶
者
控
除
や
扶

養
控
除
な
ど
の
各
種
控
除
を
計
算
し
て
、
税
の
算
定
が
行

わ
れ
ま
す
。
こ
れ
ら
の
控
除
を
受
け
る
た
め
に
は
、
毎
年

「
公
的
年
金
等
の
受
給
者
の
扶
養
親
族
等
申
告
書
」
の
提

出
が
必
要
で
す
。（
通
知
ハ
ガ
キ
は
、
11
月
上
旬
に
対
象

者
へ
送
付
し
ま
す
。
対
象
と
な
ら
な
い
人
に
は
、
送
付
さ

れ
ま
せ
ん
）。

　
「
扶
養
親
族
等
申

告
書
」
を
提
出
し
な

か
っ
た
場
合
は
、
各

種
控
除
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
ず
、
源
泉

徴
収
税
額
が
多
く
な

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

提
出
期
限
ま
で
に

忘
れ
ず
に
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。

▼
要
件

●
支
給
対
象
者

　

２
年
以
内
に
離
職
し
、
住
宅
を
喪

　

失
ま
た
は
喪
失
す
る
恐
れ
の
あ
る

　

人
で
、就
労
意
欲
を
有
す
る
人（
公

　

共
職
業
安
定
所
へ
の
求
職
申
し
込

　

み
が
必
要
で
す
）

●
収
入
要
件

　

原
則
と
し
て
収
入
の
な
い
人
。
た

　

だ
し
、
臨
時
的
な
収
入
や
家
族
の

　

収
入
な
ど
が
あ
る
場
合
に
は
、
収

　

入
見
込
額
の
合
計
が
次
の
金
額
以

　

下
で
あ
る
こ
と

・
単
身
世
帯　

８
万
４
千
円

・
複
数
世
帯　

17
万
２
千
円

※

こ
の
ほ
か
、
貯
蓄
額
の
上
限
や
国

　

の
雇
用
施
策
制
度
な
ど
（
公
共
職

　

業
安
定
所
に
お
け
る
就
職
安
定
資

　

金
融
資
、
訓
練
・
生
活
支
援
給
付

　

な
ど
）
の
受
給
に
よ
り
、
住
宅
手

　

当
を
支
給
で
き
な
い
場
合
が
あ
り

　

ま
す
。
ま
た
、
受
給
期
間
中
は
、

　

常
用
就
職
に
向
け
た
就
職
活
動
が

　

必
要
で
す
。

▼
支
給
な
ど

●
支
給
月
額
（
上
限
額
）

・
単
身
世
帯　

２
万
８
千
円

・
複
数
世
帯　

３
万
６
千
４
百
円

※

た
だ
し
、
上
限
額
の
範
囲
内
に
お

　

い
て
は
、 

賃
借
す
る
住
宅
の
賃
料

　

月
額
を
上
限
と
し
ま
す
。

●
支
給
期
間
な
ど

　

６
カ
月
以
内
（
た
だ
し
翌
年
度
に

　

ま
た
が
る
月
分
に
つ
い
て
は
、
翌

　

年
度
、
審
査
な
ど
を
行
い
ま
す
）

●
支
給
方
法

　

住
宅
の
貸
主
又
は
貸
主
か
ら
委
託

　

を
受
け
た
事
業
者
に
直
接
振
り
込

　

み
ま
す
。

支
給
要
件
が
多
岐
に
わ
た
る
た

め
、
あ
ら
か
じ
め
電
話
で
ご
相

談
く
だ
さ
い
。

　
離
職
者
で
就
労
能
力
お
よ
び
就
労
意
欲
の
あ
る
人
で
、
住
宅
を
喪
失
ま
た
は
喪
失

す
る
お
そ
れ
の
あ
る
人
を
対
象
に
、
住
宅
手
当
を
支
給
し
ま
す
。
併
せ
て
、
住
宅
お

よ
び
就
労
機
会
の
確
保
支
援
を
行
い
ま
す
。

急な発熱（38℃以上）と喉の痛みなどで医療機関を受診するときの注意事項
●受診しようと考えている医療機関に電話で連絡し、マスクをつけて行きましょう。

●夜間の救急外来への受診は避け、診療時間内にかかりつけ医を受診しましょう。
　ただし、呼吸が苦しい、意識がもうろうとしているなど、重い症状がある場合は、
　なるべく早く医師に相談しましょう。

急な高熱！でも、あわてないで。
－インフルエンザを拡げないために、
　　　　みんなで協力して取り組みましょう－

●帰宅時・食前だけでなく、外出先でも手洗いを
　心がけましょう。
●地域で流行してきたらできるだけ人ごみを避け
　ましょう。

●咳エチケットのためにマスクをつけ、手洗いを
　心がけましょう。
●できるだけ他の人に会わないようにしましょう。

新型インフルエンザ予防のために 新型インフルエンザにかかったかなと思ったら

これからの
インフルエンザ
対策

　

天
皇
陛
下
は
、本
年
１
月
７

日
で
御
在
位
20
年
を
迎
え
ら

れ
ま
し
た
。

　

平
成
２
年
11
月
12
日
に
挙

行
さ
れ
た
「
天
皇
陛
下
の
即

位
の
礼
」
に
ち
な
み
、
本
年

11
月
12
日
に
、
天
皇
陛
下
御

在
位
二
十
周
年
記
念
式
典
が

国
立
劇
場
で
挙
行
さ
れ
ま
す
。

　

お
祝
い
の
意
を
表
す
た
め
、

各
家
庭
で
も
国
旗
を
掲
げ
ま

し
ょ
う
。

も/申込方法　問/お問い合わせ　と/日時　ば/場所　対/対象者　定/定員　り/料金

10
月
１
日
か
ら
出
産
育
児
一
時
金
が

　
　

  

４
万
円
引
き
上
げ
ら
れ
ま
し
た

問 

市
民
生
活
部 

市
民
課 

☎
０
５
０（
３
３
８
１
）５
０
４
０

年
金
受
給
者
の
皆
さ
ん
へ

「
扶
養
親
族
等
申
告
書
」を
提
出

し
て
く
だ
さ
い

問 

市
民
生
活
部 

市
民
課 

☎
０
５
０（
３
３
８
１
）５
０
４
０

就
労
意
欲
の
あ
る
人
に
、

　
　
　
　
　
　
　
住
宅
手
当
を
支
給
し
ま
す

問 

福
祉
保
健
部 

地
域
福
祉
課
総
務
班 

☎
０
５
０（
３
３
８
１
）５
０
５
１

新型インフルエンザ相談窓口　新型インフルエンザの相談にお答えします。
南　高　医　師　会…☎０９５７（７３）３５６０ 【休日および時間外 ☎０９０（８７６１）９４０３】
県　南　保　健　所…☎０９５７（６２）３２８７
南島原市新型インフルエンザ対策本部（健康対策課）…☎０５０（３３８１）５１４１

11月12日㈭は、国旗を掲揚しましょう
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